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表紙

　● 連結計算書類

「連結貸借対照表」

「連結損益計算書」

「連結株主資本等変動計算書」

「連結注記表」

　● 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

　● 監査役会の監査報告書　謄本

上記事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株
主様に対して交付する書面（電子提供措置事項記載書面）への記載を省略しております。

第 76 期定時株主総会資料

（交付書面省略事項）

第76期（2025年２月１日から2026年１月31日まで）

株式会社イムラ
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連結貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　  産　  の　  部） （負　  債　  の　  部）

流 動 資 産 9,083 流 動 負 債 8,524
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
電 子 記 録 債 権
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
リ ー ス 資 産
土 地
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
の れ ん
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
退 職 給 付 に 係 る 資 産
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

2,669
3,510
639
680
255
771
567
△12

19,072
13,389
5,829
2,302
111
4,431
556
158
863
755
108

4,819
1,279
2,244
18

1,281
△4　

買 掛 金 1,153
電 子 記 録 債 務 835
短 期 借 入 金 4,041
１年内返済予定の長期借入金 95
未 払 金 739
未 払 法 人 税 等 215
賞 与 引 当 金 529
そ の 他 914

固 定 負 債 1,673
長 期 借 入 金 704
繰 延 税 金 負 債 666
退 職 給 付 に 係 る 負 債 125
資 産 除 去 債 務 131
そ の 他 45

負 債 合 計 10,198
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 16,135
資 本 金 1,197
資 本 剰 余 金 1,394
利 益 剰 余 金 14,036
自 己 株 式 △493

その他の包括利益累計額 1,716
その他有価証券評価差額金 650
為 替 換 算 調 整 勘 定 △80
退職給付に係る調整累計額 1,147

新 株 予 約 権 21
非 支 配 株 主 持 分 83
純 資 産 合 計 17,957

資 産 合 計 28,155 負 債 及 び 純 資 産 合 計 28,155

連 結 貸 借 対 照 表
（2026年１月31日現在）

（単位：百万円）

－ 1 －
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連結損益計算書

(2025年 2 月 1 日から
2026年 1 月31日まで)

科 目 金 額
売 上 高 21,831
売 上 原 価 16,179

売 上 総 利 益 5,651
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,514

営 業 利 益 1,137
営 業 外 収 益

受 取 利 息 0
受 取 配 当 金 51
受 取 賃 貸 料 37
保 険 配 当 金 6
売 電 収 入 9
そ の 他 43 149

営 業 外 費 用
支 払 利 息 41
賃 貸 費 用 35
売 電 費 用 5
そ の 他 20 101
経 常 利 益 1,184

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 18
投 資 有 価 証 券 売 却 益 10
退 職 給 付 制 度 改 定 益 212
助 成 金 収 入 30 271

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損 0
固 定 資 産 除 却 損 48
投 資 有 価 証 券 売 却 損 1
関 係 会 社 株 式 売 却 損 5 55
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,401
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 379
法 人 税 等 調 整 額 130 509
当 期 純 利 益 891
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 63
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 954

連 結 損 益 計 算 書

（単位：百万円）

－ 2 －
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連結株主資本等変動計算書

(2025年 2 月 1 日から
2026年 1 月31日まで)

株 主 資 本
資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 1,197 1,397 13,380 △522 15,453
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △298 △298
親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 954 954

自 己 株 式 の 処 分 △1 29 27
連 結 範 囲 の 変 動 △0 △0
株主資本以外の項
目 の 当 期 変 動 額
（ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － △2 656 29 682
当 期 末 残 高 1,197 1,394 14,036 △493 16,135

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
新株予約権 非 支 配

株 主 持 分 純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

そ の 他 の 包 括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 432 △40 714 1,105 33 166 16,758
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △298
親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 954

自 己 株 式 の 処 分 27
連 結 範 囲 の 変 動 △0
株主資本以外の項
目 の 当 期 変 動 額
（ 純 額 ）

218 △39 433 611 △11 △83 516

当 期 変 動 額 合 計 218 △39 433 611 △11 △83 1,199
当 期 末 残 高 650 △80 1,147 1,716 21 83 17,957

連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

－ 3 －
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連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

連　結　注　記　表

Ⅰ．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記
１．連結の範囲に関する事項

⑴　連結子会社の数………４社
連結子会社の名称……東杏印刷株式会社、株式会社イムラプリンティング、株式会社ロジテック、

SONGLAM TRADING AND PACKAGING PRODUCTION JOINT STOCK 
COMPANY

連結の範囲の変更
2025年３月31日付で株式会社メトロテックの全株式を譲渡したため、連結の範囲から除外しておりま
す。

⑵　非連結子会社の名称等
該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連 結 子 会 社 の う ち 、SONGLAM TRADING AND PACKAGING PRODUCTION JOINT STOCK 
COMPANYの決算日は12月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を
使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。その他の
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項
⑴　重要な資産の評価基準及び評価方法

１）有価証券
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

２）棚卸資産
主として移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

－ 4 －
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連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

⑵　重要な減価償却資産の減価償却の方法
１）有形固定資産

ａ　リース資産以外の有形固定資産
定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　５年～75年
機械装置及び運搬具　２年～17年

ｂ　リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とした、残存価額を零とする定額法
２）無形固定資産

定額法
ただし、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額
法

⑶　重要な引当金の計上基準
１）貸倒引当金

債権の貸倒損失の発生に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

２）賞与引当金
従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額を計上しております。

⑷　退職給付に係る会計処理の方法
１）退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては、給付算定式基準によっております。

２）数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理す
ることとしております。過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。

－ 5 －
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連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

⑸　重要な収益及び費用の計上基準
当社グループは、封筒の製造・販売、ダイレクトメールの企画・制作とその発送業務代行を主な事業内

容としており、このような製品販売につきましては、製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支
配を獲得することから履行義務が充足されると判断しており、当該製品の引渡時点で収益を認識しており
ます。ただし、製品の国内向けの販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの
期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

また、収益は顧客との契約において約束された対価から返品、値引き及び割戻し等を控除した金額で測
定しております。取引の対価は、履行義務の充足前に契約負債として受領する場合を除き、履行義務充足
後、概ね１年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。

⑹　その他連結計算書類の作成のための重要な事項
１）重要なヘッジ会計の方法

ａ　ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。

ｂ　ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段………為替予約
ヘッジ対象………外貨建金銭債権債務

ｃ　ヘッジ方針
社内規程に基づき、為替リスクを軽減するため実需の範囲内でヘッジ取引を行っております。

ｄ　ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつヘッジ開始時及びその後も継続
して相場変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することができるため、ヘ
ッジ有効性の判定は省略しております。

２）のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、金額的重要性が乏しい場合を除き、合理的な見積りに基づき、発生年度よ
り10年以内で均等償却しております。

－ 6 －



2026/03/30 10:37:30 / 25286785_株式会社イムラ_招集通知

会計方針の変更に関する注記、会計上の見積りに関する注記

Ⅱ．会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準

第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第28号　2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65-２項(2)ただし書
きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響は
ありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計
算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首
から適用しております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。

当連結会計年度
のれん 755百万円

Ⅲ．会計上の見積りに関する注記
（のれんの評価）
１．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
⑴　見積りの算出方法
のれんを含む資産グループに減損の兆候があると認められる場合は、減損損失の認識の要否を判定

し、判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿
価額の減少額は減損損失として計上することとしております。
⑵　見積りの算出に用いた主な仮定
減損損失の認識に用いる割引前将来キャッシュ・フローは、のれんが帰属する一部の連結子会社の事

業計画を基礎として算定しております。当該事業計画における主要な仮定は、売上高の成長率及びのれ
んの経済的残存使用年数経過時点における他の資産の回収可能価額を測定する際に用いる割引率等であ
ります。
⑶　翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動等によって影響を受ける可能性があり、仮定の見直し

が必要となった場合には、翌連結会計年度以降の連結計算書類において、のれんの評価に重要な影響を
与える可能性があります。

－ 7 －
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連結貸借対照表に関する注記

建物及び構築物 224百万円
機械装置及び運搬具 27百万円
　　　　計 252百万円

短期借入金 341百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 24,349百万円

受取手形 7百万円
電子記録債権 77百万円

Ⅳ．連結貸借対照表に関する注記
１．担保に供している資産及び担保に係る債務
⑴　担保に供している資産

⑵　担保に係る債務

３．期末日満期手形
期末日満期手形の会計処理については、手形交換日または現金決済日をもって決済処理しております。な

お、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が連結会計年度末残高に含ま
れております。

－ 8 －
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連結株主資本等変動計算書に関する注記

当連結会計年度
期首株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

発行済株式
普通株式 10,729,370株 －株 －株 10,729,370株
自己株式
普通株式 774,203株 －株 43,200株 731,003株

決 議 株式の種類 配当金の総額
（百万円） 配当の原資

１株当たり
配 当 額
（円）

基 準 日 効 力 発 生 日

2025年４月24日
定 時 株 主 総 会 普通株式 298 利益剰余金 30.00 2025年１月31日 2025年４月25日

決 議 予 定 株式の種類 配当金の総額
（百万円） 配当の原資

１株当たり
配 当 額
（円）

基 準 日 効 力 発 生 日

2026年４月28日
定 時 株 主 総 会 普通株式 299 利益剰余金 30.00 2026年１月31日 2026年４月30日

普通株式 50,800株

Ⅴ．連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）自己株式の減少43,200株は、ストック・オプションの行使による減少26,700株及び譲渡制限付株式報酬
としての自己株式の処分による減少16,500株であります。

２．配当に関する事項
⑴　配当金支払額

⑵　当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

３．当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式
の種類及び数

－ 9 －
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金融商品に関する注記

連結貸借対照表
計上額 時　　　価 差　　　額

投資有価証券

その他有価証券 1,245 1,244 △0

長期借入金（１年内返済予定を含む） 800 800 －

Ⅵ．金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
⑴　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、事業計画及び設備投資計画から策定した資金計画に基づき必要な資金を調達（主に銀
行借入）しております。一時的な余資は主に短期的な預金等で運用しております。デリバティブ取引は、
為替変動リスクを軽減するために為替予約を利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

⑵　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当
該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に基づき取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、
取引先の信用状況の把握に努めております。
　投資有価証券は主として業務上の関係を有する企業の株式であります。このうち上場株式については市
場価格の変動リスクに晒されており、定期的に時価の把握を行っております。
　営業債務である買掛金、電子記録債務並びに未払金は、全て１年以内に支払期日が到来するものであり
ます。
　なお、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。また、営業債務や借入金は、流動
性リスクに晒されておりますが、当社グループでは各社が月次で資金繰計画を作成し、手許流動性の維持
を図るなどの方法により管理しております。

⑶　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
より、当該価額が変動することもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項
2026年１月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額33百万円）は、「その他有価証券」には含め
ておりません。また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金、電子記録債権、買掛金、電子
記録債務、短期借入金、未払金及び未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似すること
から、注記を省略しております。

（単位：百万円）

－ 10 －
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金融商品に関する注記

区　　　分
時　　　価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券 1,240 － － 1,240

区　　　分
時　　　価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券 － 4 － 4

長期借入金
(１年内返済予定を含む) － 800 － 800

３．金融商品の時価の適切なレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価算定

に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

⑴　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産
（単位：百万円）

⑵　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時
価をレベル１の時価に分類しております。一方で、当社が保有している株式方式のゴルフ会員権は、市
場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時
価に分類しています。

長期借入金（１年内返済予定を含む）
変動金利のため短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるた
め、当該帳簿価額によっており、その時価をレベル２の時価に分類しております。

－ 11 －
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収益認識に関する注記、賃貸等不動産に関する注記、１株当たり情報に関する注記

報告セグメント
その他
（注） 合計パッケージ

ソリューション
事業

メーリング＆デジタル
ソリューション

事業
合計

一時点で移転される財
又はサービス 15,099 4,429 19,528 2,182 21,711

一定期間にわたり移転
される財又はサービス － 120 120 － 120

顧客との契約から生じ
る収益 15,099 4,549 19,649 2,182 21,831

その他の収益 － － － － －

外部顧客への売上高 15,099 4,549 19,649 2,182 21,831

Ⅶ．収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

主要な財又はサービス別に分解した収益の情報は、以下のとおりであります。
（単位：百万円）

（注）その他には、以下の事業が含まれております。
　　　医療機関用印刷物及び医療機関用諸物品の販売
　　　紙器、段ボール箱及び包装用品の製造販売

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「Ⅰ．連結計算書類作成のための基本

となる重要な事項に関する注記 ４．会計方針に関する事項　⑸　重要な収益及び費用の計上基準」に記載
のとおりであります。

－ 12 －
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収益認識に関する注記、賃貸等不動産に関する注記、１株当たり情報に関する注記

当連結会計年度

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権

受取手形 134 57

売掛金 3,058 3,452

電子記録債権 558 639

契約負債 8 23

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
⑴　顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等

（単位：百万円）

契約負債は、主に製品の引渡し前に顧客から受け取った前受金に関するものであり、収益の認識に伴い
取り崩されます。

⑵　残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が

１年を超える重要な契約が無いため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との
契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

Ⅷ．賃貸等不動産に関する注記
　賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

１．１株当たり純資産額 1,785円55銭
２．１株当たり当期純利益 95円60銭

Ⅸ．１株当たり情報に関する注記

－ 13 －
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連結会計監査報告

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 田 邉 太 郎
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 濵 田 善 彦

独立監査人の監査報告書
2026年３月13日

株式会社イムラ
取締役会　御中

仰　星　監　査　法　人
大　阪　事　務　所

　監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社イムラの2025年２月１日から2026年

１月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、株式会社イムラ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び
運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、

その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

－ 14 －
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連結会計監査報告

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続
企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算
書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計
算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求めら
れている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに
連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に
関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

－ 15 －
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連結会計監査報告

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項
について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するた
めの対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用して
いる場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。
以　上

－ 16 －
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2025年２月１日から2026年１月31日までの第76期事業年度における取締役
の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作
成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ
いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。
⑵各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、取締役、監査部その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備
に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事
業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社
の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の
報告を受けました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するため
に必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関す
る取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）に
ついて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、
必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めま
した。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計
算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ
いて検討いたしました。

監査役会の監査報告書　謄本
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監査役会の監査報告

２．監査の結果
⑴事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認
められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部
統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべ
き事項は認められません。

⑵計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
⑶連結計算書類の監査結果
　会計監査人仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2026年３月17日

株 式 会 社 イ ム ラ 　 監 査 役 会
常勤社外監査役 知 念 　 等 ㊞
社 外 監 査 役 成　瀬　圭珠子 ㊞
社 外 監 査 役 城 　 知 宏 ㊞
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